
 

 

付加条例の検討について 

 

〇 基本的な考え方１ 

  人街条例の基準適合を建築確認申請で審査するようにしたい。 

 

  現在の人街条例と建築確認申請の位置づけ（病院を例とするイメージ図） 

 

人街条例  バリアフリー法 

0 ㎡－ 100 ㎡－ 1,000 ㎡－ 2,000 ㎡－  0 ㎡― 2,000 ㎡－ 

①敷地内通路の構造 

②建物の出入口の構造 

  ①敷地内通路の構造 

②建物の出入口の構造 

 ③居室の出入口の構造 

④廊下の構造 

⑤階段の構造 

⑥車いす駐車場の設置 

⑦全ての便所の構造 

  ③居室の出入口の構造 

④廊下の構造 

⑤階段の構造 

⑥車いす駐車場の設置 

⑦全ての便所の構造 

  ⑧車いす便所等の設置 

⑨点字ブロックの設置 

  ⑧車いす便所等の設置 

⑨点字ブロックの設置 

   ⑩オストメイトの設置 

⑪EV の設置 

  ⑩オストメイトの設置 

⑪EV の設置 

 

             届出による指導          建築確認による審査 

 

                  バリアフリー措置がされた建築物  

 

 

〇 基本的な考え方２ 

  基準に適合が困難なものに対し、予め代替基準を用意したい。 

 

 

資料２ 


